
- -1

（
内
閣
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
案
（
閣
法
第
二
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
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）

本
法
律
案
は
、
研
究
機
関
の
能
力
を
活
用
し
て
行
う
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
、
研
究
機
関
に
お
け
る

、

、

医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
の
助
成
等
を
行
う
た
め

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
を
設
立
し

そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
名
称

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行

。

政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
と
す
る
。

。

二
、
機
構
の
目
的

機
構
は
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
お
け
る
基
礎
的
な
研
究
開
発
か
ら
実
用
化
の
た
め
の
研
究
開
発
ま
で
の
一
貫
し
た
研

究
開
発
の
推
進
及
び
成
果
の
円
滑
な
実
用
化
並
び
に
医
療
分
野
の
研
究
開
発
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
た
め
の
環
境

の
整
備
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
行
う
た
め
、
医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
に
基
づ
き
、
大
学
、
研
究
開
発
法
人
そ
の
他
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の
研
究
機
関
（
以
下
単
に
「
研
究
機
関
」
と
い
う

）
の
能
力
を
活
用
し
て
行
う
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の

。

、

。

整
備

研
究
機
関
に
お
け
る
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
の
助
成
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る

三
、
役
員
等

１

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
一
人
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

２

主
務
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
長
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

四
、
業
務
の
範
囲

機
構
は
、
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

１

医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

１
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
を
普
及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

３

医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
環
境
の
整
備
に
対
す
る
助
成
を
行
う
こ
と
。
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４

１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

五
、
主
務
大
臣
等

（

、

、

、

１

機
構
に
係
る
こ
の
法
律
及
び
通
則
法

２
以
外
の
も
の)

に
お
け
る
主
務
大
臣
は

内
閣
総
理
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。

２

機
構
に
係
る
役
員
の
任
命
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。

３

機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
省
は
、
内
閣
府
と
す
る
。

４

機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

六
、
中
期
目
標
等
に
関
す
る
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
の
関
与

１

主
務
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
期
目
標
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
通
則
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
健
康
・
医

療
戦
略
推
進
本
部
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
施
行
期
日
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こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


